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人材開発支援助成金の支給に当たり、訓練実施機関から入金を受けることに

より訓練経費の全てを負担していなかった事業主について、事実関係を確認

するなどした上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずるよ

う適宜の処置を要求し、並びに訓練実施機関等から事業主に対する入金があ

った際の取扱いを明確にするよう要領等を見直すなどして事業主に対して周

知するとともに、労働局における支給決定に係る審査及び実地調査において

訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無等を適切に確認できるような

審査方法及び調査方法をマニュアル等に新たに定めるよう改善の処置を要求

 したもの

 

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定） 
 　　　　　　　　　　（項）地域雇用機会創出等対策費　 

  部　　局　　等 厚生労働本省（支給庁）
 8労働局（支給決定庁） 
助成金の概要 労働者の職業能力開発に係る職業訓練又は教育訓練を実施し 
 た事業主に対して、これらの訓練に要した経費等を国が助成 
 するもの 

 検査の対象とし 113事業主　244件　2億8163万余円（令和元年度～5年度）
 た助成金の支給
 を受けた事業主
 数、支給件数及

  び支給額
  

 訓練実施機関か   2事業主　  4件　　　　239万円（令和3、4両年度）
 ら訓練経費の一
 部を負担するた
 めの入金を受け
 ることにより、
 訓練経費の全て
 を負担していな
 い事業主数、支
 給件数及び支給

  額(1)
  

 教育訓練に関連  30事業主　 79件　　1億0495万円（令和2年度～5年度）
 する役務の提供
 を実施して訓練
 実施機関等から
 入金を受けるこ
 とにより、実態
 として訓練経費
 の全てを負担し
 ていないと認め
 られる事業主
 数、支給件数及

  び支給額(2)

(1)及び(2)の計  32事業主　 83件　　1億0735万円（令和2年度～5年度）
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 【適宜の処置及び改善の処置を要求したものの全文】

 

 雇用保険の人材開発支援助成金の支給について

 （令和6年10月9日付け　厚生労働大臣宛て）

  標記について、下記のとおり、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、

 及び同法第36条の規定により改善の処置を要求する。

 記

1 　人材開発支援助成金等の概要 

(1) 人材開発支援助成金の概要 

　人材開発支援助成金（以下「助成金」という。）は、雇用保険で行う事業である能力

開発事業の一環として、雇用保険法（昭和49年法律第116号）等に基づき、労働者の職

業能力開発に係る職業訓練又は教育訓練を実施した事業主に対して、これらの訓練に

要した経費等を国が助成するものである。助成金の対象となる取組には、一般訓練コ

ース、事業展開等リスキリング支援コース等がある。 

事業主に対する助成には、①職業訓練又は教育訓練に要した経費（以下「訓練経

費」という。）に各コースに応じた一定率（30％、45％、75％等。以下「経費助成率」

という。）を乗ずるなどして算定した額を助成する経費助成と、②訓練期間中の所定労

働時間内の賃金を助成対象として、訓練時間1時間当たりについて一定額を助成する賃

金助成がある。 

(2) 助成金の支給申請等の手続 

助成金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始日から起算して1か月前までに、

実施する訓練の内容等が記載された訓練計画届、訓練対象者の雇用契約書等を管轄の

都道府県労働局（以下「労働局」という。）に提出して、その内容の確認を受けること

となっている。そして、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に事

業主が訓練経費を支給申請を行うまでに全て負担していることを明らかにするための

領収書等の関係書類を添えて、労働局に提出することとなっている。 

(3) 助成金の支給決定に係る審査等 

支給申請書等の提出を受けた労働局は、上記の関係書類等に基づいて、事業主やそ

の申請内容が助成金の支給要件を満たしているかなどについて審査をした上で支給決

定を行い、貴省本省は、これに基づいて助成金の支給を行うこととなっている。 
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貴省が定めた雇用関係助成金支給要領（平成30年3月31日職発0331第2号・雇均発03

31第3号・開発0331第3号等。以下「要領」という。）によれば、助成金の支給要件とし

て、事業主が、①訓練経費を全て負担していることが必須であり、事業主以外の者が

訓練経費の一部でも負担している場合については、当該訓練経費の全額が経費助成の

対象とは認められないこと、②訓練経費の負担の状況を明らかにする書類を整備して

いることなどとされている。そして、経費助成に係る支給要件の審査の際、事業主が

教育訓練を訓練実施機関に委託した場合の訓練経費の負担状況については、領収書又

は振込通知書の写しなどを事業主から提出させて確認することとなっている。また、

令和5年4月に要領が改正され、訓練経費を全額支払った後に、当該訓練経費に対して

返金（助成金の申請を行った事業主の負担額の実質的な減額となる返金の性質を有す

る金銭の支払も含む。）が行われる場合についても、当該訓練経費は経費助成の対象と

は認められないこととされている。 

(4) 労働局における不正受給事案の調査 

貴省は、「雇用保険二事業助成金等不正受給・不適正支給防止マニュアル（第六

版）」（令和元年5月24日職発0524第3号・雇均発0524第1号・開発0524第9号）等（以下

「マニュアル」という。）を策定し、不正受給防止の措置、不正受給事案の発見に向け

た措置や発見後の対応等について定めている。そして、労働局がマニュアルに基づき

行う助成金の不正受給・不適正支給を防止するための調査は、助成金の支給決定前や

支給決定後に必要に応じて事業主に対して行うことになっている（以下、支給決定後

に実地等により行う調査を「実地調査」という。）。 

2 　検査の結果 

（検査の観点、着眼点、対象及び方法） 

本院は、合規性、有効性等の観点から、労働局において事業主に対する助成金の支給

決定に係る審査及び実地調査が適切に行われているかなどに着眼して、全国47労働局の

うち10労働局が元年度から5年度までの間に支給決定を行った、一般訓練コース、事業
(注1)

展開等リスキリング支援コース等に係る助成金70,175件（支給額計540億9923万余円）か

ら、支給件数・支給額等を基に、同244件（支給額計2億8163万余円）、当該支給決定に係

る113事業主を選定して、助成金の支給について、貴省本省及び10労働局において会計実

地検査を行った。 

検査に当たっては、事業主から提出された支給申請書等の書類を確認して、適正でな
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いと思われる事態があった場合には、更に労働局に調査及び報告を求めて、その報告内

容を確認するとともに、貴省本省を通じて、47労働局を対象に助成金の支給決定に係る

審査及び実地調査の実施状況に関する調書の提出を受けるなどして検査した。 

（注1） 　10労働局　　秋田、茨城、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、徳島、高
知、福岡各労働局 

（検査の結果） 

検査したところ、次のような事態が見受けられた。 

(1) 訓練実施機関等からの入金が認められた事態 

上記の10労働局が113事業主に支給決定した助成金について、支給申請書等の書類を

検査したところ、8労働局管内の32事業主（支給件数計83件、支給額計1億0735万余
(注2)

円）において、事業主が訓練実施機関に教育訓練を委託して訓練経費を支払った後、

当該支払と近接した時期等に、訓練実施機関又は訓練実施機関の関連団体等（以下、

合わせて「訓練実施機関等」という。）から事業主の銀行口座等への入金が行われてい

た。そこで、当該入金の経緯等について労働局に調査を求めたところ、入金を受けて

いた事業主は、訓練実施機関から次のような説明等を受けていた。 

①　教育訓練を実施するに当たっては、訓練経費のうち一定額は助成金で補塡できる。 

②　残りの額については、訓練実施機関等との間で、業務協力や訓練受講者の感想文

の提出を行うなどの役務契約を締結すれば、その役務契約に対する支払として訓練

実施機関等が負担することができる。 

③　①及び②の結果として、訓練経費に係る事業主の負担がなくなり、実質的に無料

で教育訓練が受けられる。 

そこで、当該入金に係る役務契約の内容及び事業主の役務の提供の状況、事業主の

訓練経費の負担状況等について確認したところ、次のとおりとなっていた。 

（注2） 　8労働局　　茨城、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、徳島、福岡各労働
局 

ア　訓練実施機関から訓練経費の一部を負担するための入金を受けることにより、事

業主が訓練経費の全てを負担していない事態 

　　　　　　　　　　　　　　　　2事業主（支給件数計4件、支給額計239万余円） 

　上記32事業主のうち2事業主（支給件数計4件、支給額計239万余円）は、訓練実施

機関に教育訓練を委託する一方、訓練実施機関が行う業務について援助活動を行う

などの役務契約を訓練実施機関との間で締結するなどして、業務協力料等の名目で
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訓練実施機関から入金を受けていた。しかし、実際には、訓練実施機関が行う業務

について事業主が援助活動を行っていた形跡は確認できず、事業主は入金の対価と

なるような役務の提供を実施していないことなどから、当該入金は、訓練実施機関

が訓練経費の一部を負担するためのものであると認められた。　 

　このように、2事業主が訓練実施機関から訓練経費の一部を負担するための入金を

受けていて訓練経費の全てを負担していないことは適切とは認められない。 

イ　教育訓練に関連する役務の提供を実施して訓練実施機関等から入金を受けること

により、実態として事業主が訓練経費の全てを負担していないと認められる事態 

　　　　　　　　　　　　　30事業主（支給件数計79件、支給額計1億0495万余円） 

　前記32事業主のうち30事業主（支給件数計79件、支給額計1億0495万余円）は、訓

練実施機関に教育訓練を委託する一方、訓練実施機関等との間で役務契約を締結し

ており、その内容等は次のとおりとなっていた。 

 (ｱ) 役務契約の内容、事業主の役務の提供

　30事業主が訓練実施機関等との間で締結した役務契約において、事業主が提供

する役務の内容は、表のとおり、受講者の感想文の提出、訓練風景の写真撮影へ

の協力等であり、教育訓練を委託することに関連するものの対価として、訓練実

施機関等から事業主に対して金銭を支払うものとなっていた。 

 表　役務契約の内容

　また、30事業主のうち19事業主については、感想文のみの提出で支払を受ける

など、契約で定められた役務の一部しか提供していないのに契約金額の全額が支

払われていた。そして、これらの中には、訓練受講者16名についての感想文を提

 出することで187万余円の支払を受けている事業主も存在していた。

 (ｲ) 事業主の訓練経費の負担状況

　前記のとおり、事業主は、訓練実施機関から訓練経費に係る事業主の負担がな

訓練実施機関名 事業主数 役務契約の内容

訓練実施機関Ａ 24

事業主が訓練実施機関Ａの関連団体等に、次の(1)から(4)
までの対応を行うもの
(1)訓練受講者の感想文の提出
(2)訓練担当者のアンケートの提出
(3)訓練風景の写真撮影、動画撮影への協力
(4)社名を公表した上での実績紹介への協力

訓練実施機関Ｂ 6
訓練実施機関Ｂが訓練受講者に対して訓練内容の感想や成
果についてのインタビュー・撮影を行うことへの協力
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くなり実質的に無料で教育訓練が受けられるなどの説明を受けた上で教育訓練を

委託していることから、30事業主に係る支給件数計79件について、事業主が受給

した助成金額、訓練実施機関等からの入金額及び事業主が支払った訓練経費等の

額の関係について確認した。その結果、入金額の全体が判明していないなどの5事

業主に係る支給件数計21件を除いた25事業主に係る支給件数計58件のうち、21事

業主の支給件数計43件については、助成金の各コースによって経費助成率が30％、

45％、75％等と異なっているにもかかわらず、事業主が支払った訓練経費等の額

と助成金額との差額すなわち事業主の自己負担額と、訓練実施機関等からの入金

額が一致するなどしており、事業主は、訓練経費を負担することなく教育訓練を

実施していた。 

　以上のことなどから、30事業主に係る支給件数計79件については、訓練実施機関

等から教育訓練に関連する役務の対価を名目として入金を受けることにより、訓練

実施機関等が訓練経費の一部を実質的に負担していて、実態として事業主が訓練経

費の全てを負担していないと認められる。 

　上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。 

＜事例＞ 

　東京労働局は、事業主Ｃから、令和5年6月に事業展開等リスキリング支援コースに

係る支給申請書のほか、訓練経費の全てを負担していることを確認するための請求書

等の提出を受けて、これらの書類に基づき、同年9月に助成金188万余円の支給決定を

行った。 

　当該支給申請について検査したところ、事業主Ｃは、広告宣伝レビュー代の名目で

同年4月に訓練実施機関Ａの関連団体から75万余円の入金を受けていた。そこで、同労

働局に入金の経緯等について調査を求めたところ、事業主Ｃは、4年12月頃、教育訓練

の委託を検討していた際に、訓練実施機関Ａから教育訓練に係る費用が実質無料にな

ると記載された説明資料を受け取り、訓練受講者の感想文を提出するなどした場合は

金銭を支払うなどの説明を受けていたとのことであった。 

　事業主Ｃは、このような説明を踏まえて訓練実施機関Ａに労働者6人に係る教育訓

練を委託し、5年4月に訓練経費等264万円を支払っていた。そして、同年同月に、訓練

実施機関Ａの関連団体との間で、訓練受講者の感想文を提出するなどした場合は75万

余円の支払を受ける旨の契約を締結し、訓練受講者6人分の感想文を同団体に提出して、

75万余円を同団体から受領していた。 

　そして、助成金支給額188万余円と当該入金額75万余円の合計額264万円は訓練実施

機関に支払った訓練経費等の額264万円と同額になることから、事業主Ｃは、訓練経費

を負担することなく教育訓練を実施していた。 

　これらの事態に関して、労働局の見解を確認したところ、30事業主から支給申請

が行われた当時の要領に照らせば、事業主が訓練経費を全て負担するという支給要
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件を満たしていないという疑義が生ずるものの、訓練実施機関等との間で役務契約

が締結され、提供された役務の対価を名目として入金があった際の取扱いについて

は要領に定められていないことなどから、支給要件を満たしていないとまでは言え

ないと判断するとしている。また、5年4月の改正後の要領においても、上記の取扱

いについては具体的に示されていない。 

　しかし、前記のとおり、訓練実施機関等が訓練経費の一部を実質的に負担してい

て、実態として事業主が訓練経費の全てを負担していないと認められる事態は、事

業主が訓練経費を全て負担していることが必須であるなどとされている要領の趣旨

 を踏まえると適切とは認められない。

(2) 労働局において訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無の確認が行われてい

ない事態 

　2(1)の事態における32事業主が教育訓練を委託した訓練実施機関を集計したところ、

特定の4訓練実施機関が全ての教育訓練を実施している状況となっていた。そして、4

7労働局において、3年度から5年度までの間における上記の4訓練実施機関が実施した

教育訓練に係る助成金の支給件数及び支給額を確認したところ、40労働局において、

支給件数計961件及び支給額計9億6433万余円（支給件数及び支給額の内訳は、3年度1

69件1億4249万余円、4年度362件3億1536万余円、5年度430件5億0646万余円）となって

いて、支給件数及び支給額ともに年々増加していた。したがって、各労働局において、

事業主に対する訓練実施機関等からの入金の有無を適切に確認しなければ、2(1)と同

様の事態が発生し続けるおそれがある。 

　そこで、47労働局において、3年度から5年度までの間の助成金の支給決定に係る審

査及び実地調査の際に、訓練実施機関等からの入金の有無を確認しているかなどにつ

いてみたところ、マニュアル等に訓練実施機関等からの入金の有無を確認することが

示されていなかったことなどのため、支給決定に係る審査については、40労働局（全

労働局の85.1％）が入金の有無を確認していなかった。また、実地調査についても、

39労働局（同82.9％）が入金の有無を調査していなかった。 

（是正及び改善を必要とする事態） 

助成金の支給に当たり、訓練実施機関から訓練経費の一部を負担するための入金を受

けることにより、事業主が訓練経費の全てを負担していない事態は適切ではなく、是正

を図る要があると認められる。また、訓練実施機関等が訓練経費の一部を実質的に負担
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していて、実態として事業主が訓練経費の全てを負担していないと認められる事態、並

びに労働局における支給決定に係る審査及び実地調査の際に、訓練実施機関等から事業

主に対する入金の有無の確認が行われていない事態は適切ではなく、改善を図る要があ

ると認められる。 

（発生原因） 

　このような事態が生じているのは、貴省本省において、次のようなことなどによると

認められる。 

ア　事業主と訓練実施機関等との間で教育訓練に関連する役務契約が締結され、訓練実

施機関等から事業主に対する入金があった際の具体的な取扱いについて、要領等に明

確に定めていないこと 

イ　支給決定に係る審査及び実地調査の際に、訓練実施機関等から事業主に対する入金

の有無等について、どのように確認を行うべきかなどをマニュアル等において具体的

に定めていないこと 

3 　本院が要求する是正及び改善の処置 

貴省は、雇用保険で行う能力開発事業が職業能力の開発や向上を図る上で重要な施策

であり、助成金の支給についても、同事業の一環として引き続き実施していくこととし

ている。したがって、助成金については、今後も多額の支給が想定されるところであり、

事業主が訓練経費を全て負担していることが必須であるなどとされている要領の趣旨に

沿って支給等が行われることが重要である。 

ついては、貴省本省において、助成金の適切な支給に資するよう、次のとおり是正及

び改善の処置を要求する。 

ア　訓練経費の全てを負担していなかった2事業主について、事実関係を確認するなどし

た上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずること（会計検査院法第

 34条の規定により是正の処置を要求するもの）

イ　事業主と訓練実施機関等との間で教育訓練に関連する役務契約が締結され、訓練実

施機関等から事業主に対する入金があった際の取扱いを明確にし、実態として事業主

が訓練経費の全てを負担していない場合に適切に対処できるよう要領等を見直すとと

もに、見直し後の要領等や訓練経費の負担に係る具体的な考え方等を、労働局を通じ

るなどして事業主に対して周知すること（同法第36条の規定により改善の処置を要求

 するもの）
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ウ　労働局における支給決定に係る審査及び実地調査において、助成金の不正受給・不

適正支給防止の実効性を確保するため、訓練実施機関等から事業主に対する入金の有

無等を適切に確認できるような審査方法及び調査方法をマニュアル等に新たに定める

こと（同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの） 


